
2ろ

案

内
閣
人
節
一
九
四
号
恥
成
一
三
年
一
○
〃
一
五
Ⅱ
一

起

内
閣
宵
・
房
隠

”
閣
＃

内
閣
総
理
大
臣

浅
見
佳
子
外
百
十
三
名
を
判
事
補
等
に
任
命

（
別
紙
の
と
お
り
）

な
お
、
本
件
に
係
る
署
名
に
つ
い
て
は
、

｜
・
司
寸
合
流
階
工
、
言
う
”
ア
ー
ー
、
１
Ｊ
、
司
り
日
荊
剛
公
邸
日
上
一
、
一
斗
一
司
膨
礼
、
ノ
ー
一
戸

閣
議
決
定
）
」
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
限
り
と
さ

●

な
お
、
本
件
に
係
る
署
名
に
つ
い
て
は
、

/へ

別

紙のとおり）

浅
見
佳
子
外
百
十
三
名
を
判
事
補
等
に
任
命

「
閣
総
理

大

臣

内
閣
宵

内
閣
人
節
一
九
四
号

起案

'|
え

成
一
三
年
一
○
〃
一
五
Ⅱ

’
窓

1'’
一

ら

人

尋
（
プ
ロ
十
求
一
〃
《
｝

て、
』

＜‐

’ ’内 閣

A事記録儲 7

3

６

｡

れ
て
い
る
。

「
閣
議
運
営
の
効
率
化
に
つ
い
て
，
（
平
成
十
一
年
十
月
五
日

． し、
判
事
池

田
亮
一
を
願
に
依
り
免
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
。

V

q D
C

l■

座

内
閣
宵
房
長
官房

副

句

嫁X

1II

平
成
年
Ⅱ
Ｈ

0

平
成
年
月
日

k

葵

平
成
年
〃
Ⅲ
施

行

平
成
年
月
日
で

決
定

ilz
成
一
三
年
｝
○
月
ニ
ハ
Ｈ



最高裁人任E第1050号

平成13年10月12日

ノ

内閣総理大臣小泉純一郎殿

蕊最高裁判所長官山 口

判事補に任命されるべき者を別紙のとおり指名するから， うち112名を任命さ

〈れたい。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

平成13年10月17日）(発令希望|ヨ

く

A事詑爆漕



(別紙）

あさ み よし こ

．浅見佳子 ○

いからし こう すけ

･五十嵐浩介0

けん いち

憲一
だ
田

いし

･石 ○

さとる

曉○
うち

･内
だ
画
山

おお たけ たか ひと

･大竹敬人○ （

か がわ れい こ

・香川礼子○

かた やま

･片山

たけし

健○

翌
滕

はる こ

晴子○
か

･加

あさ

暁
か の

鹿野
ー

子○

かま た
由

釜田ゆ り○

くかみ や こう ざ

神谷厚毅○

Qきた むら はる き

北村治樹○

誉o
くら なり

倉成

凸 くる さわ ゆき

黒澤幸
え

患 ○

さか た

坂田

窪さ し

正史○

さく た ひろ ゆき

･作田寛之○

、



圭一

がわ
り ご色

特川
ゆきこ

ユキコ ○

さ とう こう へい

･佐藤康平 ○

唯
一

岬
雄

だ
田

す

･須 ○

た おか のぷ ゆき
■

田岡薫征○

･ たか せ やす もり

高瀬保守○

たか の あきら

．鷹野 旭○ く

たか はし のぷ よし

･高橋信慶○

っか だ な ほ

塚田奈保○

てら おか ひろ かず

寺岡洋和○

とく だ ゆう すけ

徳田祐介○

戦が い きよ あき

瞳長井清明○

（なか にし まさ はる

中西正治○

＊か むら こう いち

輿中村光一 ○

ひら た あき ふみ

・平田晃史○

凱
岩
黍

まず お

・増尾 ○

みつ

。満
だ
田

ひろ こ

寛子○

やけ とも か

宅朋佳○
羊
一

一

一



竺藍○
た
、
山

むら
可

村

ぐち あつ し

口敦士○
やま

･山

■よし

剴三
「．

かい じゅんいち

戒純一 ○

じ

次○
よ もり

世森
哩
売

渡邉史蔑○
わた なぺ し

■

（塑
思

鐸
小
山

いし
4

石

ー

子○

こう すけ

公輔○
うだがわ

・宇田川

おか むら ひで お

･岡村英郎○

たか ぎ たけ し

・高木健司○

つじ み よし

･辻 美佳 ○
○つつみ ゆう

ﾟ堤 雄

じ
一

一

くむら まさ と

村真人○
■ にし

西

かわ けん じ

川健治○
よし

●室造
仁．

■おがさわら よし ひろ

小笠原義泰○

かた おか まさ とも

･片岡理知 ○

や その え

晨園江○
か

嘉

､館野哲美○



■い はら ち

井原千
え

恵 ○
○かず

一

■さい とう

齊藤
榊
墾
員

○
○
Ｏ

み
海
き
希
鴫
一

溶
拓
澤
昌
訟
英

塑
藤
轌
杉
の
野

さ
佐
堕
局
榊
深

〈
まつ もと ちえこ

松本千恵子○

い とう 聖う こ

伊藤容子 ○

たん げ まさ かつ

丹下将克○

いの うえ まきこ

井上真貴子○

あり た ひろ のり

有田浩規○

い づち きよこ

井士紀代子○

（いま い まなぶ

今井 学O

かん ばら 》 ひろし

神原 浩○

こ いずみ ま り こ

小泉満理子○
やま けいいちろう

山恵一郎○
ー

小

、嘉木和孝o
き かず たか

せん まつ じゅん こ

･千松順子○



『

たか はし こう じ

○高橋孝治

たけ ち まい こ

武智舞子○

①つじ い よし まさ

辻井由雅○

た
田

なか

中 蓋菫○

ぱ ば

馬場
蛙
圭
暴

ろう

郎○

諮芦菫芸○

また き たい じ

俣木泰治 ○

〈

まつ

.松
かわ みつ やす

川充康○

■み
一

わ むつみ

輪 睦○

やぶ たか し

薮 崇司○

わた なべ ひで お

渡迩英夫○

（ひさ

久○
お がわ

尾河

比
士
ロ

坐

ご とう ひと み

佐藤仁美○

しん ぐう とも ゆさ

・新宮智之○

むたに だ たか し

谷田好史○

準
秋

口 た
、
画

し
士
心

ほ

保○

募○
くぼ

･窪
た
、
画

部
俊



たに く・ち

谷口

のぷ

伸○
虹
士
ロ

ふし み なお こ

伏見尚子○

Q，あき たけ いく よ

秋武郁代○

ひろし

寛○
いし い

石井

おお はし こう じ

・大橋弘治○

じま ひろ ゆき

嶋宏幸○ （
こ

小

さい

面

ぜん
一

mlj

窪
征

し
士
心 ○

､嵩詰篶睾○

Uふじ もと こ

藤本ゆう子○

たけぱやしひと み

武林仁美0

｡謡
の とも あき

野智昭○

《｡， あ

足

罐
｛
エ

けん た

堅太○

戦が の

永野

きみ のり

公規○

げん雍
上

。
の

野 弦○

■うら かみ まさ ふみ

浦上薫史○

がわ たか ひさ

川卓久○
戦か

中

ふじ い ひで き

藤井秀樹○



むか い けい
白

向井敬

じ
一

一 ○

もり た まきこ

森田麻記子○

おお っか こ

大塚さや子○

てら だ

寺田
とし ひこ

利彦○

の と けんたろう

能登謙太郎○

（
いし かわ まきこ

石川真紀子○

かた ‘やま ひろ ひと

片山博仁○

ささき せい いち

･佐々木清一○

●の むら みつる

野村 充○

しよ たく

所卓
ろう

郎
ぺつ

別 ○
○かず き

和樹
かわ

川

ほそ

細

（



‘

〃

〃

判事補任命資格調 （平成13年10月17日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京地判事補 浅見佳子 25 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 五十嵐浩介 28 〃

〃 石田憲一 29 〃 〃

〃 内田 曉 26 〃

〃 大竹敬人 25 〃 〃

〃 香ノl l 礼子 31 〃 〃
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〃

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京地判事補 片山 健 24 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 加 藤 晴子 23 〃

〃 鹿野暁子 24 〃 〃

〃 釜田ゆ り 28 〃

〃 神谷厚毅 23 〃 〃

〃 北村治樹 28 〃 〃
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京地判事補 倉成 章 31 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 黒澤幸恵 25 〃

〃 ． 坂田正史 24 〃 〃

〃 作田寛之 28 〃 〃

〈

〃 笹川ユキコ 25 〃 〃

〃 佐藤康平 26 〃 〃
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命賓格 根拠法規

東京地判事補 須田雄
一 23 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 田岡薫征 25 〃

〃 高瀬保守 24 〃 〃

〃 鷹野 旭 23 〃

〃 高橋信慶 28 〃 〃

〃 塚田奈保 28 〃 〃
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京地判事補 寺岡洋和 25 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 徳田祐介 26 〃

〃 長井清明 23 〃 〃

〃 中面正治 24 〃 〃

《

〃 中村光
■■■■■■■■ 27 〃 〃

〃 平田晃史 26 〃 〃
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京地判事補 増尾 崇 28 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 滿田寛子 25 〃

〃 三宅朋佳 24 〃 〃

〃 村田一広 25 〃

〃 山口敦士 25 〃 〃

〃 吉戒純 一 25 〃 〃
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京地判事補

タ

世森亮次 24 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 渡邉史朗 25 〃

横浜地判事補 石山恵子 29 〃 〃

〃 宇田川公輔 25 〃

〃 岡村英郎 29 〃 〃

〃 高木健司 24 〃 〃
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

横浜地判事補 辻 美佳 27 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 堤 雄
一
一 25 〃

〃 西村真人 25 〃 〃

〃 吉川健治 29 〃 〃

《

さいたま地判事補 小笠原義泰 26 〃 〃

〃 井岡理知 26 〃 〃
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

さいたま地判事補 嘉屋園江 33 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 中野哲美 26 〃

千葉地判事補 井原千恵 26 〃 〃

〃 齊藤貴 － 28 〃 〃

《

〃 佐藤拓海 30 〃 〃

〃 高 杉昌希 29 〃 〃
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補職さるべき庁 現 職 氏 名
ざ

年齢 任命資格 根拠法規

千葉地判事補 深野英
一 28 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

水戸地判事補 松本千恵子 24 〃

宇都宮地判事補 伊藤容子 27 〃 〃

前橋地判事補 丹下将克 31 〃 〃

《

静岡地判事補 井上真貴子 25 〃 〃

大阪地判事補 有田浩規 23 〃 〃
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪地判事補 井土紀代子 28 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 今井 学 31 〃

〃 神原 浩 27 〃 〃

〃 小泉満理子 25 〃

〃 小山恵一郎 27 〃 〃

〃 鈴木和孝 28 〃 〃



〃

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪地判事補 千松順子 25 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 高橋孝治 26 〃

〃 武智舞子 23 〃 〃

〃 辻井由雅 24 〃 〃

《

〃 中田克之 30 〃 〃

〃

馬場嘉郎 26 〃 〃
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪地判事補〃 船 戸 宏之 29 司法修習生の

習を終えた者

修 裁判所法第43

条

〃 俣木泰治 26 〃

〃 ． 松川充康 24 〃 〃

〃 三輪 睦 24 〃 〃

《

〃 薮 崇司 25 〃 〃

〃 渡遥英夫 28 〃 〃
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

京都地判事補 尾河吉久 26 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 佐藤仁美 26 〃

〃 新宮智之 28 〃 〃

〃 谷田好史 26 〃 〃

《

神戸地判事補 秋田志保 26 〃 〃

〃 窪田俊秀 27 〃 〃
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命賓格 根拠法規

神戸地判事補 谷口吉伸 25 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 伏見尚子 25 〃

名古屋地判事補 秋武郁代 29 〃 〃

〃 石井 寛 25 〃

〃 大橋弘治 27 〃 〃

〃 小嶋宏幸 29 〃 〃
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

名古屋地判事補 面前征志 29 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 高橋信幸 29 〃

〃 藤本ゆう子 27 〃 〃

広島地判事補 武林仁美 24 〃 〃

《

〃 中野智昭 26 〃 〃

岡山地判事補 足立堅太 30 〃 〃



〃

口
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

岡山地判事補 永野公規 25 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

福岡地判事補 上野 弦 27 〃

〃 浦上薫史 27 ． 〃 〃

〃 中川卓久 30 〃

〃 。 藤井秀樹 31 〃 〃

〃 向井敬 二 26 〃 〃
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

熊本地判事補

C

森田麻記子 30 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

仙台地判事補 大塚さや子 25 〃

〃 寺田利彦 28 〃 〃

〃 能登謙太郎 24 〃 〃

《

札幌地判事補 石川真紀子 26 〃 〃

〃 片山博仁 28 〃 〃
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亀

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

札幌地判事補 佐々木清一 30 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 野村 充 32 〃

〃 別所卓郎 27 〃 〃

高松地判事補 細川和樹 27 〃
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最高裁判所長官山 口

判事補に任命されるべき者を次のとおり指名するから， うち1名を任命されたい。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。 て

あさ くら りょう

亮
こ

子◎朝倉

■■■
(発令希望|ヨ 平成13年10月22日）
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判事補任命資格調 （平成13年10月22日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪地判事補 朝倉亮子 33 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条


